
                              

 

  

                              

 

令和
れいわ

７年度
ねんど

 大阪
おおさか

市立
しりつ

姫島
ひめしま

小 学 校
しょうがっこう

 

1．登
とう

下校
げこう

について 

（1）登 校
とうこう

時刻
じこく

 ・・・・・・・・・・・・午前
ごぜん

８時
じ

１０分～午前
ご ぜ ん

８時
じ

２５分
ふん

 

（2）下校
げこう

時刻
じこく

  

    ○午後
ご ご

４時
じ

３０分
ぷん

まで（完全下校） 

    ※先生
せんせい

の会議
かいぎ

などのある時
とき

は、授 業
じゅぎょう

終 了 後
しゅうりょうご

に下校
げこう

。 

    ※チャイムは８時
じ

２５分
ふん

予鈴
よれい

、30分
ぷん

本鈴
ほんれい

、45分
ふん

授 業
じゅぎょう

開始
かいし

鈴
れい

  

（3）通学
つうがく

路
ろ

 ・・・決
き

められた通学
つうがく

路
ろ

を通
とお

って登
とう

下校
げこう

する。 

（4）服装
ふくそう

・・・ 標 準 服
ひょうじゅんふく

・ 標 準 帽
ひょうじゅんぼう

・名札
なふだ

をつける。 

  （基本
きほん

上着
うわぎ

を着 用
ちゃくよう

します。セーター、ベスト、カーディガンの色
いろ

は、 

紺
こん

または黒
くろ

とします。) 

    ○髪
かみ

留
ど

めは、黒色
くろいろ

や紺色
こんいろ

のゴムとします。 

（ｶﾁｭｳｼｬは禁止
きんし

。ころんだ時
とき

にケガの元
もと

となるため）特
とく

に長
なが

い髪
かみ

の児童
じどう

は、

体育
たいいく

時
じ

、 給 食
きゅうしょく

時
じ

はゴムで束
たば

ねることとする。 

    〇毛
け

染
ぞ

めは、児童
じ ど う

の頭皮
と う ひ

や髪
かみ

に悪
あく

影響
えいきょう

を及
およ

ぼす可能性
かのうせい

があるため、学校
がっこう

では、

推奨
すいしょう

していません。 

 

 

 

 

 

２．校内
こうない

での生活
せいかつ

について 

（1）児童
じどう

集 会
しゅうかい

のある日
ひ

は、先
さき

に簡易
か ん い

掃除
そ う じ

を行
おこな

い、運動場
うんどうじょう

または講堂
こうどう

に集 合
しゅうごう

する。 

１３時
じ

２５分
ふん

～(児
じ

童
どう

集 会
しゅうかい

・・・全校
ぜんこう

昼 会
ちゅうかい

のない火曜日
か よ う び

、月
つき

2回
かい

程度
て い ど

) 

    ○全校
ぜんこう

朝 会
ちょうかい

・・・毎月
まいつき

第一
だいいち

火曜日
か よ う び

 (祝日
しゅくじつ

の場合
ば あ い

は、次
つぎ

の日
ひ

) 

（2）登校
とうこう

してから忘
わす

れ物
もの

などを取
と

りに帰
かえ

らない。登校
とうこう

途中
とちゅう

も戻
もど

らない。 

（3）学校
がっこう

に必要
ひつよう

でないお金
かね

や学 習
がくしゅう

用具
ようぐ

以外
いがい

のものは持
も

ってこない。 

例
れい

：シャーペン・ボールペン・カイロ・お菓子
か し

など 

（4）玄関
げんかん

や校舎
こうしゃ

の裏
うら

などでは遊
あそ

ばない。（雨
あめ

の日
ひ

は教 室
きょうしつ

で静
しず

かに座
すわ

って過
す

ごす。） 

（5）休
やす

み時間
じかん

に、運 動 場
うんどうじょう

でボールを蹴
け

ってはいけない。 

（6）運動場
うんどうじょう

を使用
し よ う

できない時
とき

は、カードゲーム、オセロ等
など

の使用可
し よ う か

。 

３．校外
こうがい

での生活
せいかつ

について 

（1）子
こ

どもどうしで校区外
こうくがい

へは行
い

かない。（イズミヤ、関西
かんさい

スーパーなど） 

（2）淀川
よどがわ

や工事
こうじ

現場
げんば

などの危険
きけん

な場所
ばしょ

へは近寄
ちかよ

らない。 

（3）見知
み し

らぬ人
ひと

についていったり、 車
くるま

などに乗
の

せてもらったりしない。 

（4）自転車
じてんしゃ

に乗
の

る時
とき

はルールを守り、危険
きけん

な乗
の

り方
かた

をしない。 

（5） 車
くるま

のよく通
とお

る道
みち

を渡
わた

る時
とき

は、信号機
しんごうき

のあるところを渡
わた

り、歩道
ほどう

を通
とお

る。 

（6）よその家
いえ

の迷惑
めいわく

になるような遊
あそ

びをしない。例
れい

：落書
ら く が

き、ポイ捨
す

て、大声
おおごえ

など。 

（7）友
とも

だちとのお金
かね

の貸
か

し借
か

りやおごりあいをしない。 

４．その他
た

 

○水筒
すいとう

に水
みず

またはお茶
ちゃ

を入
い

れて持
も

ってくる。 

※ペットボトルは禁止
きんし

とする。破損
はそん

のおそれがあるため。 

学校
がっこう

のきまり 

 


